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　委　託　設　計　書

豊北総合支所　建設農林水産課

委　託　名

下　関　市

令和３年度下関市地籍調査事業豊北町調査区域(北宇賀５) Ｅ-２・ＦＩ(Ｄ省略)・ＦⅡ-１工程業務委託



施　工　年　度

業　　務　　名

実　施　位　置

業　務　概　要

都市計画整備事業　　

委　託　理　由

委託期間  令和 年 月 日 ～ まで
億 千萬 百萬 拾萬 萬 千 百 拾 円

委託金額 ¥ 1 2 6 5 5 5 0 0
（元委託金額）

億 千萬 百萬 拾萬 萬 千 百 拾 円

変更委託額

億 千萬 百萬 拾萬 萬 千 百 拾 円

積算見込額

別　添　設　計　内　訳　書　の　と　お　り

　 設　　計　　用　　紙　　　　　　　　下　関　市

国土開発および利用のための地図簿冊等の整備および境界紛争の防止

令和　　４　　年　　３　　月　　１１　　日

一筆地測量（ＦⅡ-１工程）　1.01ｋ㎡

令和３年度

令和３年度下関市地籍調査事業豊北町調査区域(北宇賀５) Ｅ-２・ＦＩ(Ｄ省略)・ＦⅡ-１工程業務委託

細部図根測量（ＦＩ（Ｄ省略）工程）　1.01ｋ㎡

豊北町大字北宇賀の一部

一筆地調査（Ｅ-２工程）　1.01ｋ㎡

委　託　設　計　書
豊北総合支所　建設農林水産課

課　長 主　幹 課長補佐
課長補佐
（係長）

主　任 検　算 設計者



費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　　　要

式 1.00 11,505,000 11,505,000 

1,150,500 *10%

12,655,500 合計

消費税相当額

総　　括　　情　　報　　表

　業務委託費



費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 単位 数　量 単　価 算定係数 金　額 摘　　　　要

第1号工程代価表
km2 1.01 1,933,613 1.30086 2,533,033         

第2号工程代価表
km2 1.01 2,422,571 0.87453 2,131,862         

第3号工程代価表
km2 1.01 6,356,387 0.261 1,652,660         

第4号工程代価表
km2 1.01 429,296 0.41 176,011           

6,493,566         
第5号工程代価表

旅費・交通費 式 1.0 72,552 72,552            

6,566,118         
6,566,118

4,541,952         69.20％以内
第6号工程代価表（諸経費対象外）

成果検定 km2 1.01 393,000 396,930           小数点以下切り上げ

11,505,000

11,505,000
1,150,500         *10%

12,655,500        

　地域条件 一般
　縮尺 1/1000
　傾斜区分 中傾斜
　視通条件 山Ⅱ
　筆の形状 不整形
　精度 乙1
　路程（往復実距離）・区分 18ｋｍ　距離区分Ⅰ
　作業効率＝（周長）2／面積 区分0
　調査前筆数 86筆
　調査前一筆平均面積 11,744㎡
　調査後筆数 68筆
　調査後一筆平均面積 14,852㎡
　公図のない面積 0.26k㎡
　公図のない筆数 46筆

設計条件

合計

調査費計

消費税相当額

諸経費

直接事業費計

直接作業費計

設　　計　　内　　訳　　書

調査費

　細部図根測量（ＦＩ工程）

　一筆地測量（ＦⅡ-１工程）

　一筆地調査（Ｅ-２工程）

　一筆地調査（材料費）（Ｅ-２工程）



　　工　程　代　価　表

細部図根測量

ＦＩ工程 　　一　金 1,933,613 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

材料費

雑品 式 ～ × 0.5 ％

機械経費

雑器具費 式 ～ × 0.5 ％

精度管理費 式 1.00 ～ × 7 ％

消耗品費 式 1.00 ～ × 5 ％

計 １ｋ㎡当り

116,750       
1,667,868

86,517        
1,730,346

1,933,613     

1.00 8,608         
1,721,738

機械経費計 37,848        

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 時 8.9 40 356           

小計 29,240        

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ ２級 日 5.8 4,980 28,884        

1.00 310           
62,168

材料費計 62,478

プラ杭 7*7*60 本 15.00 424 6,360         

プラ杭 4.5*4.5*45 本 218.00 256 55,808        

小計

　第5号一位代価表

点検 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 159,160 159,160 　第6号一位代価表

計算 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 255,270 255,270

1,630,020     

　第3号一位代価表

観測 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 678,860 678,860 　第4号一位代価表

設置 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 148,480 148,480

（第 1 号工程代価表）

計画 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 17,140 17,140 　第1号一位代価表

選点 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 371,110 371,110 　第2号一位代価表



　　工　程　代　価　表

一筆地測量

ＦⅡ-１工程 　　一　金 2,422,571 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

機械経費

雑器具費 式 1.00 ～ × 0.5 ％

精度管理費 式 1.00 ～ × 7 ％

消耗品費 式 1.00 ～ × 5 ％

計 １ｋ㎡当り

2,163,011

108,150       
2,163,011

2,422,571     

機械経費計 121,041       

151,410       

小計 110,280       

10,761        
2,152,250

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 時 18.0 40 720           

ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級 日 22.0 4,980 109,560       

小計 2,041,970     

271,350 　第9号一位代価表データ整理 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 271,350

42,420 　第7号一位代価表

一筆地測量 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 1,728,200 1,728,200 　第8号一位代価表

計画 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 42,420

（第 2 号工程代価表）



　　工　程　代　価　表

 一筆地調査  

Ｅ-２工程 　　一　金 6,356,387 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

消耗品費 式 1.00 ～ × 3 ％以内

計 １ｋ㎡当り

185,137       
6,171,250

6,356,387     

小計 6,171,250     

5,325,900 　第10号一位代価表

点検整理 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 845,350 845,350 　第11号一位代価表

現地調査 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 5,325,900

0 　第号一位代価表

調査図素案等作成 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 0 0 　第号一位代価表

市町村境界調査 直接人件費 ｋ㎡ 1.00 0

（第 3 号工程代価表）

※調査図素図及び調査図一覧図の新規作成業務を除く。（仕様書参照のこと。）



　　工　程　代　価　表

一筆地調査（杭代）

Ｅ-２工程 　　一　金 429,296 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

材料費

雑費 式 ～ × 0.5 ％

消耗品費 式 1.00 ～ × 3 ％

計 １ｋ㎡当り

12,503        
416,793

429,296       

414,720

小計 416,793

小計 414,720       

1.00 2,073         

（第 4 号工程代価表）

筆界杭 ｋ㎡ 1.00 414,720 414,720       　第12号一位代価表



　　工　程　代　価　表

旅費・交通費

　　一　金 72,552 円 （ １式 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

旅費・交通費 （請負） 式

計 １式当り

1.00 72,552 72,552 　第13号一位代価表

72,552        

（第 5 号工程代価表）



　　工　程　代　価　表

成果検定料(諸経費対象外)

1/1000 　　一　金 393,000 円 （ １k㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

計 １k㎡当り393,000       

393,000 　第14号一位代価表成果検定料 ｋ㎡ 1.00 393,000

（第 6 号工程代価表）



　　一　位　代　価　表

細部図根測量

(ＦＩ工程　計画) 　　一　金 17,140 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

人

計 17,140        １ｋ㎡当り

測量技師 0.2 40,000 8,000         

（第 1 号代価表）

直接人件費及び賃金

主任技師 人 0.2 45,700 9,140         



　　一　位　代　価　表

細部図根測量

(ＦＩ工程　選点) 　　一　金 371,110 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

計 371,110       １ｋ㎡当り

助手 人 3.7 29,600 109,520       

測量技師 人 3.7 40,000 148,000       

技師補 人 3.7 30,700 113,590       

（第 2 号代価表）

直接人件費及び賃金



　　一　位　代　価　表

細部図根測量

(ＦＩ工程　設置) 　　一　金 148,480 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

主任技師 人

53,760        

計 148,480       １ｋ㎡当り

労務費小計

直接人件費小計 94,720        

普通作業員 人 3.2 16,800 53,760        

直接人件費及び賃金

助手 人 3.2 29,600 94,720        

（第 3 号代価表）



　　一　位　代　価　表

細部図根測量

(ＦＩ工程　観測) 　　一　金 678,860 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

主任技師 人

計 678,860       １ｋ㎡当り

労務費小計 97,440        

直接人件費小計 581,420       

普通作業員 人 5.8 16,800 97,440        

技師補 人 5.8 30,700 178,060       

助手 人 11.6 29,600 343,360       

（第 4 号代価表）

直接人件費及び賃金

測量技師 人 1.5 40,000 60,000        



　　一　位　代　価　表

細部図根測量

(ＦＩ工程　計算) 　　一　金 255,270 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

機械経費 日 -             

-             

-             

小計 -             

機械経費 日 -             

-             

-             

小計 -             

雑器具費 式 × ％

機械経費計 -             

計
0

消耗品費 式 × ％

精度管理費 式 -             × 0 ％

計 255,270       １ｋ㎡当り

助手 人 1.7 29,600 50,320        

測量技師 人 1.8 40,000 72,000        

技師補 人 1.8 30,700 55,260        

（第 5 号代価表）

直接人件費及び賃金

主任技師 人 1.7 45,700 77,690        



　　一　位　代　価　表

細部図根測量

(ＦＩ工程　点検) 　　一　金 159,160 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

材料費計

機械経費 日 -             

-             

-             

-             

-             

小計 -             

雑器具費 式 × ％

機械経費計 -             

計
0

消耗品費 式 × ％

精度管理費 式 -             × 0 ％

計 159,160       １ｋ㎡当り

技師補 人 2.0 30,700 61,400        

助手 人 0.6 29,600 17,760        

直接人件費及び賃金

測量技師 人 2.0 40,000 80,000        

（第 6 号代価表）



　　一　位　代　価　表

一筆地測量

(ＦⅡ-１工程　計画) 　　一　金 42,420 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

主任技師 人

計 42,420        １ｋ㎡当り

技師補 人 0.6 30,700 18,420        

（第 7 号代価表）

直接人件費及び賃金

測量技師 人 0.6 40,000 24,000        



　　一　位　代　価　表

一筆地測量

(ＦⅡ-１工程　一筆地測量) 　　一　金 1,728,200 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

主任技師 人

計 1,728,200     １ｋ㎡当り

労務費小計 369,600       

直接人件費小計 1,358,600     

普通作業員 人 22.0 16,800 369,600       

技師補 人 22.0 30,700 675,400       

助手 人 22.0 29,600 651,200       

（第 8 号代価表）

直接人件費及び賃金

測量技師 人 0.8 40,000 32,000        



　　一　位　代　価　表

一筆地測量

(ＦⅡ-１工程　データ整理) 　　一　金 271,350 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

主任技師 人

計 271,350       １ｋ㎡当り

助手 人 4.5 29,600 133,200       

（第 9 号代価表）

直接人件費及び賃金

技師補 人 4.5 30,700 138,150       



　　一　位　代　価　表

一筆地調査

(Ｅ-２工程　現地調査) 　　一　金 5,325,900 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

計 5,325,900     １ｋ㎡当り

技師補 人 41.0 30,700 1,258,700     

助手 人 82.0 29,600 2,427,200     

（第 10 号代価表）

直接人件費及び賃金

測量技師 人 41.0 40,000 1,640,000     



　　一　位　代　価　表

一筆地調査

(Ｅ-２工程　点検整理) 　　一　金 845,350 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

計 845,350       １ｋ㎡当り

技師補 人 5.3 30,700 162,710       

助手 人 15.9 29,600 470,640       

（第 11 号代価表）

直接人件費及び賃金

測量技師 人 5.3 40,000 212,000       



　　一　位　代　価　表

一筆地調査

(Ｅ-２工程　材料費) 　　一　金 414,720 円 （ １ｋ㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

計 １ｋ㎡当り414,720       

　市町村境界杭 7*7*60 本 0.00 424 -             

-             

（第 12 号代価表）

筆界杭

　筆界杭 3*3*40 本 2,880.00 144 414,720       

　筆界基準杭 7*7*60 本 0.00 424



　　一　位　代　価　表

旅費・交通費（請負）

　　一　金 72,552 円 （ １式 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

主任技師 （旅費） 日

技師 （旅費） 日 18.1 300 5,430         

技師補 （旅費） 日 42.3 300 12,690        

助手 （旅費） 日 64.8 300 19,440        

助手 （交通費） 日 64.8 540 34,992        

計 １式当り

（第 13 号代価表）

30円/km*18km

72,552        



　　一　位　代　価　表

成果検定料(諸経費対象外)
1/1000

　　一　金 393,000 円 （ 1k㎡ 当り）

名　　称 規　　格 形状寸法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 　　摘　　　要

ｋ㎡ 1.00 327,500 327,500       

ｋ㎡ 1.00 65,500 65,500        

ｋ㎡ 0.00

ｋ㎡ 0.00

式 0.00 0 -             

計 １k㎡当り

電子納品

393,000       

地籍図根三角測量 Ｃ

地籍図根多角測量 Ｄ

細部図根測量 ＦＩ

一筆地測量 ＦⅡ-１

（第 14 号代価表）



令和３年度 地籍調査事業実施区域図 Ｅ-２・ＦⅠ（Ｄ省略）・ＦⅡ-１工程業務委託

20203520101

Ｈ29
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- 1 - 

下関市地籍調査業務委託（豊北町地区）共通仕様書 
 

 

第１章 総則 
 

（適用） 

第１条 本仕様書は、下関市（以下「発注者」という。）が国土調査法（昭和26年6月1日法

律第180号）に基づき実施する本庁地区の地籍調査業務委託に適用する。 

 

（目的） 

第２条  本業務は、国土調査法第２条第５項に規定する地籍調査について、その全工程にわたって

専門技術者を活用し、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及

び地積に関する測量を行い、その結果を現地復元性のある地図及び簿冊に作成することにより、

地籍の明確化を図ることを目的とする。 

 

（法令等の適用） 

第３条 本業務の実施に際しては、契約書及び本仕様書によるほか、次の関係法令及び規程等

に基づき、発注者の指示に従い実施するものとする。 

（１）国土調査法（以下「法」という。）（昭和26年6月1日法律第180号） 

（２）国土調査法施行令（昭和27年3月31日政令第59号） 

（３）国土調査法施行規則（平成22年国土交通省令第50号） 

（４）国土調査事業事務取扱要領（以下、「事務取扱要領」という。）（昭和47年５月１日経企

土第28号経済企画庁総合開発局長通達） 

（５）地籍調査作業規程準則（以下「準則」という。）（昭和32年10月24日総理府令第71号） 

（６）地籍調査作業規程準則運用基準（以下「運用基準」という。）（平成14年３月14日国土国

第590号国土交通省土地・水資源局長通知） 

（７）地籍調査事業（外注）実施要領（平成15年4月1日国土国第504号国土交通省土地・水資

源局国土調査課長通知） 

（８）基準点測量作業規程準則（昭和61年11月18日総理府令第51号） 

（９）調査図素図表示例（昭和32年10月24日経企土第179号経済企画庁総合開発局長通達） 

（10）地籍調査票作成要領について（令和3年3月31日国不籍第579号国土交通省不動産・建設

経済局地籍整備課長通知） 

（11）地籍図作成要領について（令和3年3月2日国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局

地籍整備課長通知） 

 (12)地籍簿作成要領について(令和3年3月31日国不籍第581号国土交通省不動産・建設経済局地

籍整備課長通知) 

（13）地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成14年３月14日国土国第591号国土交通省土地・

水資源局長通知） 

（14）地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（平成14年３月14日国土国第598号国土交通省土

地・水資源局国土調査課長通知） 

（15）地籍調査成果電子納品要領（平成29年４月） 

（16）地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン（平成29年4月版） 

（17）地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例（平成29年11月21日国土籍第

322号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知） 

（18）地籍集成図の作成要領（平成14年３月14日国土国第597号国土交通省土地・水資源局国土

調査課長通知） 

（19）地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領について 

 （令和3年3月31日国不籍第580号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知） 
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（20）地籍調査の成果の電子データによる送付について（平成25年3月1日国土籍第635号国土

交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知） 

（21）測量法（昭和24年6月3日法律第188号） 

（22）不動産登記法（平成16年6月18日法律第123号） 

（23）その他関係法令及び通達、通知等 

 

関係法令及び規程等についての最新情報は、国土交通省のホームページ等で確認すること。 

 

（用語の定義） 

第４条 本仕様書における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）「監督職員」とは、下関市契約規則の規定に基づき監督を行う職員をいう。 

（２）「主任技術者」とは、業務を受託した事業者（以下「受注者」という。）を代表して、受

託した各工程の作業を統括する者をいう。 

（３）「指示」とは、発注者又は監督職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な実施事項につい

て書面で示し、実施させることをいう。 

（４）「承諾」とは、受注者が監督職員に対し書面で申し出た業務の遂行上必要な事項につい

て、監督職員が、書面により業務上の行為に同意することをいう。 

（５）「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印し

たものをいう。 

 

（主任技術者） 

第５条  受注者において選任する主任技術者は入札公告に記載の資格等を有する者とし、作業

全般の管理及び統括、作業現場の運営並びに取締りを行うこと。 

 

（施行体制） 

第６条 受注者は業務の実施に際し、２班以上の作業班で作業にあたる場合は、班ごとに、班長を

配置すること。班長は、入札公告に記載の資格等を有する者とする。 

２ 前項の施行体制、成果品の点検体制、資格等の詳細について、業務計画書に明記して提出

すること。 

 

（業務計画等） 

第７条  受注者は、業務の計画を明確にするため、次の各号に定める書面を作成し、業務着手前

に、発注者に提出しなければならない。その計画を変更しようとする場合も同様とする。 

（１）着手届  

（２）業務計画書 

（３）業務工程表 

（４）主任技術者選任通知書（受注者は、照査技術者を定めることとし、本通知書により氏名等

をあわせて発注者に通知すること。） 

（５）その他監督職員が指示する資料 

 

（工程管理） 

第８条 受注者は、工程ごとに監督職員が指示する期日までに成果品を納品し、点検又は検査

を受けるものとする。 

 

（進捗状況の報告） 

第９条 主任技術者は、業務を円滑に遂行するため、監督職員に対し、進捗状況報告を月次に行

うものとする。 

 

（打合せの記録） 

第１０条 発注者及び受注者は、業務の実施にあたり、指示、承諾又は協議した事項について、そ
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の内容等を書面に記録し、相互に確認するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第１１条 受注者は、作業の実施にあたり、業務上知り得た個人情報又は法人情報を第三者に

漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 

２ 受注者は、業務上収集した情報を厳重に管理するとともに、監督職員の許可なく複写、加

工してはならない。 

 

（立入り） 

第１２条 受注者は、業務の実施にあたり、発注者が貸与する法第２４条第３項の規定に基づく

身分を示す証明書を常時携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。 

２ 業務のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ土地所有者又は占有者にその旨を通知

すること。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。 

３ 受注者は、業務終了後、速やかに身分を示す証明書を発注者に返納すること。 

 

（業務の安全管理） 

第１３条 受注者は、本業務中、交通の妨害となるような行為はもちろん、公衆に迷惑を及ぼ

さないよう、次の各号の規定により作業しなければならない。 

（１）交通及び保安に関係がある作業については、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わ

せの上、実施すること。 

（２）言動には十分注意し、摩擦や紛争を起こさないこと。 

（３）本業務中に事故が発生した場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過

及び事故による被害の内容について速やかに発注者に報告すること。 

 

（損害及び賠償） 

第１４条 業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）の補償、補填、賠償

等に要する経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する事由

による場合においては、発注者が負担するものとする。 

 

（臨機の措置） 

第１５条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな

らない。また、受注者は、措置をとった場合は、その内容を速やかに監督職員に報告しなければ

ならない。 

２ 監督職員は、天災等に伴い成果品の品質及び工程に関して、業務管理上、重大な影響を及ぼ

し、又は多額な費用が必要と認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求す

ることができるものとする。 

 

 

第２章 業務概要および工程 
 

（業務の内容） 

第１６条 本業務における測量は、地上数値法により実施するものとする。 

２ 受注者は、業務の遂行にあたり、第３条に定める法令等を遵守するとともに、第２０条以

降に定める各作業工程の内容に留意の上、実施しなければならない。 

３ 実施する作業工程は受託した業務の特記仕様書に記載する実施工程によるものとする。 

 

（作業工程） 

第１７条 本業務における作業工程は、次のとおりとする。 

（１）地籍図根三角測量（Ｃ工程） 

（２）地籍図根多角測量（Ｄ工程） 
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（３）一筆地調査（Ｅ－１工程：素図作成） 

（４）一筆地調査（Ｅ－２工程） 

（５）地籍細部測量（ＦⅠ工程：細部図根測量） 

（６）地籍細部測量（ＦⅡ－１工程：一筆地測量） 

（７）地籍細部測量（ＦⅡ－２工程：地籍図原図の作成） 

（８）地積測定（Ｇ工程） 

（９）閲覧、地籍図及び地籍簿の作成、地籍図複図作成、最終とりまとめ（Ｈ工程） 

 

（使用機器） 

第１８条 本業務において測量を行う場合に使用する機器は、運用基準別表第４の性能又は規格の

ものとし、指定された機器以外を使用する場合については、事前に監督職員に届け出て承諾を得

るものとする。 

２ 前項の機器は、使用前に必ず検定機関の検定を受け、検定証明書及びメーカーの発行する機械

定数（光波測距儀及び反射鏡等）の証明書の写しを提出するものとする。また、作業着手前には

必ず点検を行い、作業中は適時調整・精度等の保持に留意しなければならない。 

 

（資料の貸与） 

第１９条 発注者は、本業務の実施に必要な関係資料等を受注者に貸与し、受注者は作業終了

後、速やかに返却するものとする。 

２ 受注者は、貸与された資料について、発注者に無断で複製してはならない。また、資料を破損、

汚損、紛失することのないよう、その取扱いには十分注意するものとする。 

 

 

第３章 地籍図根測量 
 

（地籍図根三角測量） 

第２０条 地籍図根三角測量は、第３条に定める法令等及び次の各号の定めに基づいて実施し

なければならない。 

（１）受注者は、現地踏査により選点図を作成し、埋標作業前に監督職員に提出すること。選

点図を変更する場合も同様とする。 

（２）地籍図根三角点の標識の規格は、運用基準別表第２に定めるものとし、購入に際して

は、事前にカタログ等を監督職員に提出すること。 

（３）Ｃ工程の基準点設置について、使用基準点の国土地理院に対する謄本手数料は受注者が負

担するものとする。 

（４）標識の設置状況写真については、黒板等に年度、業務名、標識の種別、点名及び撮影年月

日を記載し、埋設前、埋設中、埋設後（遠景及び近景）等の作業ごとに撮影すること。 

（５）受注者は、標識の設置に伴う立木の伐採に係る費用を負担するものとする。また、標識の

設置、立木の伐採については、土地所有者又は関係人の了承を得ること。 

（６）受注者は、地籍図根三角測量に係る測量成果品について、検定に関する技術を有するもの

として国土地理院に登録された第三者機関による検定を受けること。なお、受注者は、業務工

程表を発注者に提出後、速やかに第三者機関と検定に係る契約を締結し、契約締結後、速やか

に契約書（写し）を監督職員に提出すること。 

（７）受注者は、成果品の納品の際に、検査成績表に記載する「成果件数」を発注者に報告する

こと。 

 

（地籍図根多角測量） 

第２１条 地籍図根多角測量は、第３条に定める法令等及び次の各号の定めに基づいて実施し

なければならない。 

（１）受注者は、現地踏査により選点図を作成し、埋標作業前に監督職員に提出すること。選

点図を変更する場合も同様とする。 
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（２）地籍図根多角点の標識の規格は、運用基準別表第２に定めるものとし、購入に際して

は、事前にカタログ等を監督職員に提出すること。 

（３）標識の設置状況写真については、黒板等に年度、業務名、標識の種別、点名及び撮影年月

日を記載し、埋設前、埋設中、埋設後（遠景及び近景）等の作業ごとに撮影すること。 

（４）受注者は、標識の設置に伴う立木の伐採に係る費用を負担するものとする。また、標識の

設置、立木の伐採については、土地所有者又は関係人の了承を得ること。 

（５）受注者は、地籍図根多角測量に係る測量成果品について、検定に関する技術を有するもの

として国土地理院に登録された第三者機関による検定を受けるものとする。なお、受注者は、

業務工程表を発注者に提出後、速やかに第三者機関と検定に係る契約を締結し、契約締結後、

速やかに契約書（写し）を監督職員に提出すること。 

（６）受注者は、成果品の納品の際に、検査成績表に記載する「成果件数」を発注者に報告する

こと。 

 

 

第４章 一筆地調査 
 

（作業進行予定表） 

第２２条 一筆地調査は、第３条に定める法令等に基づいて実施しなければならない。 

２ 受注者は、一筆地調査の作業進行予定表を作成し、監督職員に提出すること。その内容を

変更しようとする場合も同様とする。 

 

（調査図素図の作成） 

第２３条 調査図素図及び調査図一覧図の作成は、第３条に定める法令等及び次の各号に基づ

いて行うこと。これらに記載の無い事項については監督職員の指示に従うこと。 

（１）公図が備え付けられてなく、かつ、分筆登記等により地積測量図等が備え付けられている

土地については、公図が備え付けられている土地との位置関係等が確認できるよう、調査図素

図に反映させること。 

（２）その他の資料（閉鎖字図、税務図、林班図、その他公共事業に伴う資料等）を調査、確認

の上、調査図素図に反映させること。 

（３）作業区域の隣接地については、調査図素図に「調査地区外」と記載するとともに「地番」

及び「形状」を記載すること。 

（４）調査図素図には該当する土地の地番、地目及び所有者名の記載に続き、地積測量図がある

土地については「○測」と記載すること。 

（５）調査図素図は、地番区域ごとにとりまとめること。 

（６）調査図素図は、６００分の１の縮尺で作成すること。 

（７）調査図素図集成図は２，５００分の１の縮尺で作成すること。 

（８）調査図素図集成図は、調査実施区域ごとに調査図素図を集成して作成すること。 

（９）調査図一覧図は２，５００分の１の縮尺で作成すること。 

（10）調査図一覧図は、調査実施区域ごとにとりまとめること。 

 

 

（一筆地調査の作業内容） 

第２４条 一筆地調査の工程及び作業内容は下記のとおりとする。 

 

一筆地調査の工程 作 業 内 容 

作業の打合せ 

作業進行予定表の作成 

単位区域界の調査 

データ提供等 

調査図素図等の作成 

 

 

単位区域の概略を現地について調査 

地籍調査支援システムへのデータ提供等 

調査図素図の作成 ※Ｅ－１工程を実施する場合 
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地元説明会の開催 

 

現地調査等の通知 

 

現地調査等 

 

 

 

不在者利害関係人の調査 

取りまとめ 

調査図一覧図の作成※Ｅ－１工程を実施する場合 

地籍調査票の作成 

地元説明会実施に伴う通知 

地元説明会開催補助 

調査区域内（区域外の隣接地番）の日割表作成 

現地調査に立ち会うべき旨の通知 

所有者、地番、長狭物、地目、筆界の調査 

調査図等の作成 

境界不調箇所（再調査）の調整・確認 

不立会者への通知・確認 

不在者利害関係人に係る住所等の調査 

点検整理 

 

（地元説明会） 

第２５条 発注者及び受注者は、調査区域内の土地及び調査区域に隣接する土地の所有者その他の

利害関係人又はこれらの者の代理人（以下「土地所有者等」という。）からの信頼を確保し、地

籍調査の意義及び作業内容等を周知させるために地元説明会を開催し、本事業の円滑な実施に努

めることとする。 

２  受注者は、発注者が提供する地元説明会の開催通知文及び関係資料等を印刷、封入の上、監督

職員の指定する期日までに、発注者に納入すること。 

３  受注者は、地元説明会（推進委員への説明を含む。）に同席し、会場設営及び受付に係る事務

を行うこと。 

 

（現地調査の通知） 

第２６条 受注者は、発注者と十分な打合せの上、現地調査に着手する時期を決定するものとす

る。 

２ 受注者は土地所有者等ごとに現地調査を実施する地番、日時、集合場所等を示す資料を作成

し、発注者が提供する現地調査の立会案内文とあわせて印刷、封入の上、現地調査初日のおおむ

ね１ヶ月前までに、発注者に納入すること。 

３  土地所有者等が死亡している場合は、相続人全員に通知するものとする。また、住所不明者等

については監督職員と協議するものとする。 

４ 相続人及び住所不明者等の調査については、発注者が行うものとする。 

 

（現地調査及び図面等調査） 

第２７条 現地調査は、第３条に定める法令等に基づき、受注者の主導で行うものとするが、疑

義、問題等がある場合は随時、監督職員に報告するものとする。 

２  受注者は、現地調査の作業日程、作業の流れ及び留意点等について事前に監督職員と協議し、

問題又は疑義が生じた場合は監督職員の指示に従うこと。 

３  現地調査の実施にあたっては、土地所有者等の立会が確実になるよう努め、不備のないように

すること。 

４  現地調査における筆界の調査にあたっては、土地所有者等に地籍調査の意義及び筆界未定とな

る場合の不利益等を十分に説明し、理解を得るように努めること。 

５  現地調査を実施したときは、立会状況について記録した作業日誌を速やかに作成すること。ま

た、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等が立会できない土地等、問題が発生した土地

については、その経緯、理由等を詳細に作業日誌に記録し、関係資料等を整理しておくこと。再

立会の実施については、監督職員の指示に従うこと。 

６  作業日誌は、法１７条に基づき実施する閲覧において立会状況等を確認するための資料として

使用するため、不備のないようにすること。 

７ 筆界標示杭の購入に際しては、事前にカタログ等を監督職員に提出すること。 

８ 受注者は、筆界標示杭等に関し、運搬、筆界点番号の記入、設置、目印テープ付けなどの作業
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は、作業員を確保した上で受注者が責任をもって行い、後続の測量作業に不都合がないようにす

ること。 

９ 交点計算法による筆界点は、現地の状況等やむを得ない場合に限り使用するものとする。な

お、使用する場合には、次の各号を実施すること。 

（１）土地所有者等に次のことをよく説明し、地籍調査票に第２９条第４項に定める必要事項を

記載すること。  

・筆界標示杭等の標識は設置しない。 

・復元は実施しない。 

（２）現地の状況が分かる資料（写真、航空写真等）、使用する理由及び計算結果を記録した計

算による筆界点調書を作成し納品すること。 

１０ 鉄軌道用地を調査する場合において、安全確保のため鉄軌道用地管理者が列車見張員を配置

する場合は、必要に応じて受注者が列車見張員の日当を支払うものとする。 

１１ 土地所有者等が現地での立会ができない場合、又は土地所有者等の所在が不明な場合等に、

現地調査に代えて実施する図面等調査について、土地所有者等が確認するための筆界案を作成

し、現地の写真、筆界案の作成に利用した資料等を提出すること。なお、図面等調査の実施の判

断は発注者が行う。 

１２ 調査地区の最終年度に実施する成果の閲覧（法第１７条）において、土地所有者等に対する

現地調査の状況等の説明が必要な場合には、発注者に協力するものとする。 

１３ 受注者は全ての現地調査が完了した後、一筆地調査完了報告書を作成し、監督職員に提出す

ること。 

 

（調査図作成） 

第２８条 調査図の作成は、調査図素図の写しを用いて、第３条に定める法令等及び監督職員

の指示に従い作成すること。 

 

（地籍調査票整理） 

第２９条 地籍調査票の作成は、第３条に定める法令等に基づいて行うこと。 

２ 現地調査において、登記簿上の土地所有者等以外の者が立会をした場合は、委任状を添付す

ること。 

３  現地調査において、再立会を行った場合は、土地所有者等に再度、署名等を得るほか、立会

時の経緯を記録すること。 

４ 第２７条第９項に定める交点計算法を使用する場合は、地籍調査票に交点計算法を使用するこ

とになった経緯、計算方法を記録するとともに、「交点計算法による筆界点使用、土地所有者等

了承済 ○○年○○月○○日」と記録し、土地所有者等に署名等させるものとする。  

５ 地籍調査票の提出にあたっては、必ず登記簿及び調査図との照合点検を行い、手戻り等の起こ

らないよう努めること。 

６ 登記簿、調査図素図及び調査図と照合し、相互の食い違い、記載事項の誤り、署名等のもれ、

委任状の不備等がないか点検すること。 

 

 

第５章 地籍細部測量及び地積測定 
 

（細部図根測量） 

第３０条 細部図根測量は、第３条に定める法令等及び次の各号の定めに基づいて実施しなけ

ればならない。 

（１）観測及び測定方法、計算の単位及び計算値の制限は、運用基準別表によること。 

（２）受注者は、現地踏査により選点図を作成し、埋標作業前に監督職員に提出すること。選

点図を変更する場合も同様とする。 

（３）細部図根点の標識について、購入に際しては、事前にカタログ等を監督職員に提出す

ること。 
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（４）受注者は、標識の設置に伴う立木の伐採に係る費用を負担するものとする。また、標識の

設置、立木の伐採については、土地所有者等又は関係人の了承を得ること。 

（５）受注者は、細部図根測量に係る測量成果品について、検定に関する技術を有するものとし

て国土地理院に登録された第三者機関による検定を受けるものとする。なお、受注者は、業務

工程表を発注者に提出後、速やかに第三者機関と検定に係る契約を締結し、契約締結後、速や

かに契約書（写し）を監督職員に提出すること。 

（６）受注者は、成果品の納品の際に、検査成績表に記載する「成果件数」を発注者に報告する

こと。 

 

（一筆地測量） 

第３１条 一筆地測量については、第３条に定める法令等及び次の各号の定めに基づいて実施

しなければならない。 

 （１）筆界点の測量漏れ等がないよう、調査図を十分に確認すること。 

（２）受注者は、一筆地測量に係る測量成果品について、検定に関する技術を有するものとして

国土地理院に登録された第三者機関による検定を受けるものとする。なお、受注者は、業務工

程表を発注者に提出後、速やかに第三者機関と検定に係る契約を締結し、契約締結後、速やか

に契約書（写し）を監督職員に提出すること。 

（３）受注者は、成果品の納品の際に、検査成績表に記載する「成果件数」を発注者に報告する

こと。 

 

（地籍図原図及び地籍図一覧図作成） 

第３２条 地籍図原図の作成は、第３条に定める法令等に基づいて行うものとする。 

２ 地籍図一覧図は、「地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例」により、地籍図

の接合関係、図郭番号、地番区域界、主要道路、鉄道及び河川等を表示して作成するものと

する。 

 

（地積測定） 

第３３条 地積測定は、第３条に定める法令等に基づき一筆地測量の成果を基に行うものとす

る。 

２ 前項の作業が終わったときは、閲覧時に使用する地籍図集合図を作成すること。なお、縮尺

については監督職員の指示によること。 

 

 

第６章 地籍図及び地籍簿の作成 
 

（地籍図及び地籍簿の作成） 

第３４条 地籍図及び地籍簿の作成は、第３条に定める法令等に基づいて行うこと。 

 

（地籍図及び地籍簿の作成の工程及び作業内容） 

第３５条 地籍図及び地籍簿の作成の工程及び作業内容は下記のとおりとする。 

 

地籍図・地籍簿の作成の工程 作 業 内 容 

地籍調査票の整理 

 

地籍図原図の整理 

 

地籍簿案の作成 

 

誤り等申出 

 

地籍調査票の整理 

調査図、原図、地積測定成果簿等との照合・点検 

調査図原図の整理 

調査図、地積測定成果簿等との照合・点検 

地籍簿案の作成 

地籍調査票、原図等との照合・点検 

誤り等申出に係る修正 

（現地調査、再調査後の図面等の作成、 
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認証申請関係書類の整理 

成果の写しの送付等 

地籍図複製（複図） 

調査図等の整理） 

認証請求添付書類の作成（発注者が行う。） 

法務局送付用資料の作成（発注者が行う。） 

地籍図複製（複図）の作成 

 

（地籍調査票及び地籍図原図の整理） 

第３６条 地籍図及び地籍簿案の作成に先立ち、地籍調査票及び地籍図原図について、調査図等と

照合し、相互の食い違い、記載事項の誤り等がないか点検すること。 

 

（地籍図及び地籍簿の作成） 

第３７条 地籍簿案の作成は、第３条に定める法令等に基づいて行うものとする。 

２ 地籍簿案の作成にあたって、調査期間内において登記事項の異動があったことが判明した筆に

ついては、発注者と処理方法を協議すること。 

 

（誤り等申出） 

第３８条 誤り等申出があった場合は、事務取扱要領第８及び第９の規定に基づいて行うものとす

る。 

２ 申し出のあった事項については再調査を行い、その経緯を記録しておくものとする。 

３ 再度現地調査を実施する必要がある場合は、第２７条及び第２９条の規定に基づき実施する

ものとする。 

 

（地籍図複製） 

第３９条 地籍図の複製は、第３条に定める法令等に基づいて行うこと。 

 

 

第７章 記録及び成果 
 

（記録及び成果品の作成） 

第４０条  受注者は、実施した工程ごとに別表に定める成果品を納品するものとする。 

２  前項の成果品に加え、「地籍調査成果電子納品要領」に基づき作成された成果をＣＤ－Ｒ又はＤ

ＶＤ－Ｒに格納し、正副各１枚を納品するものとする。 

３ 座標データ、画地データ又は構成点データ等の電子データについては地籍フォーマット2000

の形式により作成し納品するものとする。また、それ以外の電子データで監督職員が指示する

ものがあるときは、あわせて納品するものとする。 

４ 成果品は全て発注者の所有とし、発注者の承諾を受けることなく他に公表、貸与してはなら

ない。 

 

 

第８章 その他 
 

（点検等） 

第４１条 各工程等の点検及び検査については「地籍調査事業工程管理及び検査規程」による

ものとする。 

２ 成果品には、作成者の記名押印及び照査技術者等による点検・検査と記名押印をすること。 

 

（検査等） 

第４２条 受注者は、成果品の出来映え等について、次の各号に定める検査を受けなければならな

い。 

（１）各工程終了後の発注者による検査（以下「実施者検査」という。） 
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（２）山口県による認証者検査（以下「認証者検査」という。） 

２ 主任技術者は、前項に定める検査に立ち会わなければならない。ただし、監督職員が立ち会い

を不要と判断した場合は、この限りでない。 

３ 監督職員は、第１項の定めによる検査を実施する場合は、速やかに関係機関等との連絡調整を

行い、検査の日時その他必要な事項を受注者に通知する。 

４ 第１項に定める検査において、受注者は、検査を実施する者の指示により、検査に必要な作業

及び検査に必要な資料の提示を行わなければならない。 

５ 受注者は、第１項の定めにより検査を受けた結果、本仕様書に適合しないものとして修正の指

示を受けたときは、速やかに修正し、再検査を受けなければならない。 

６ 受注者は、会計検査院が実施する検査に協力するものとする。 

 

（疑義） 

第４３条 本仕様書に記載のない事項、又は疑義が生じた場合は、随時、発注者、受注者協議

を行った上で、監督職員の指示により実施するものとする。 
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別表 

 

 

【地籍図根三角測量】 
  

名  称 工  程 数  量 

基準点等成果簿写 Ｃ工程 一式 

地籍図根三角点選点手簿 Ｃ工程 一式 

地籍図根三角点選点図 Ｃ工程 6部 

地籍図根三角測量観測計算諸簿 
  

  観測手簿 Ｃ工程 一式  
観測記簿 Ｃ工程 一式  
計算簿 Ｃ工程 一式  
平均図 Ｃ工程 6部  
観測図 Ｃ工程 6部 

地籍図根三角点網図 Ｃ工程 6部 

地籍図根三角点成果簿 Ｃ工程 一式 

精度管理表 Ｃ工程 一式 

測量標の設置状況写真 Ｃ工程 一式 

 

【地籍図根多角測量】 
  

名  称 工  程 数  量 

地籍図根多角点選点図 Ｄ工程 6部 

地籍図根多角測量観測計算諸簿 
  

  観測手簿 Ｄ工程 一式  
観測記簿 Ｄ工程 一式  
計算簿 Ｄ工程 一式  
平均図 Ｄ工程 6部  
観測図 Ｄ工程 6部 

地籍図根多角点網図 Ｄ工程 6部 

地籍図根多角点成果簿 Ｄ工程 一式 

精度管理表 Ｄ工程 一式 

測量標の設置状況写真 Ｄ工程 一式 

 

【一筆地調査】 
  

名  称 工  程 数  量 

調査図素図 Ｅ－１工程 正1部 副2部 

調査図素図集成図 Ｅ－１工程 正1部 副2部 

調査図一覧図 Ｅ－１工程 正1部 副2部 

調査図 Ｅ－２工程 1部 

調査図一覧図 Ｅ－２工程 正1部 副2部 

地籍調査票（委任状を含む。） Ｅ－２工程 一式 

作業日誌 Ｅ－２工程 一式 

一筆地調査完了報告書 Ｅ－２工程 一式 

計算による筆界点調書 Ｅ－２工程 一式 
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【地籍細部測量】 
  

名  称 工  程 数  量 

細部図根点選点図 ＦⅠ工程 6部 

細部図根測量観測計算諸簿 
  

  観測手簿 ＦⅠ工程 一式  
観測記簿 ＦⅠ工程 一式  
計算簿 ＦⅠ工程 一式  
平均図 ＦⅠ工程 6部  
観測図 ＦⅠ工程 6部 

細部図根点網図 ＦⅠ工程 6部 

細部図根点成果簿 ＦⅠ工程 一式 

精度管理表（細部図根測量） ＦⅠ工程 一式 

一筆地測量観測計算諸簿 
  

 
観測手簿 ＦⅡ－１工程 一式  
観測記簿 ＦⅡ－１工程 一式  
計算簿 ＦⅡ－１工程 一式 

精度管理表（一筆地測量） ＦⅡ－１工程 一式 

筆界点番号図（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ♯300） ＦⅡ－２工程 1部 

筆界点成果簿 ＦⅡ－２工程 一式 

地籍図一覧図 ＦⅡ－２工程 6部 

仮作図 ＦⅡ－２工程 1部 

原図 ＦⅡ－２工程 2部 

地籍明細図（必要な場合） ＦⅡ－２工程 必要部数 

 

【地積測定】 
  

名  称 工  程 数  量 

地籍測定観測計算諸簿 
  

 
計算簿 Ｇ工程 一式 

地積測定成果簿 Ｇ工程 一式 

筆界点座標値等の電磁的記録 Ｇ工程 一式 

精度管理表 Ｇ工程 一式 

 

【閲覧、地籍図及び地籍簿の作成、地籍図複図作成、最終とりまとめ】 

名  称 工  程 数  量 

地籍図（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ♯300） Ｈ工程 1部 

地籍図複図（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾍﾞｰｽ♯300） Ｈ工程 2部 

地籍簿 Ｈ工程 正1部 副2部 

地籍集成図（必要な場合） Ｈ工程 必要部数 

調査図（誤り等修正があった場合） Ｈ工程 1部 

作業日誌（誤り等申し出により現地調

査を実施した場合） 
Ｈ工程 一式 

計算による筆界点調書(誤り等修正によ

り計算法で筆界点を求めた場合) 
Ｈ工程 一式 
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【その他】 
    

名  称 工  程 数 量 

成果検定証明書及び検定記録書 Ｃ・Ｄ・ＦⅠ・ＦⅡ－１工程実施時の

み 

一式 

地籍測量総括表 Ｃ・Ｄ・ＦⅠ工程実施時のみ 
 

一式 

その他監督職員が指示するもの 全工程 
  

一式 

 

 



令和３年度下関市地籍調査事業豊北町調査区域 

一筆地調査業務Ｅ‐２工程特記仕様書 

 

第１章  総 則 

 

（目的） 

第１条 本仕様書は、甲が国土調査法に基づき実施する地籍調査事業に伴う一筆地調査

の作業方法等について定めるものである。 

 

（作業規程） 

第２条 本業務にあたっては本仕様書のほか請負契約書及び次の各号に示す法令等に

より行い、疑義を生じた場合には甲と協議し実施すること。 

（１）国土調査法（昭和 26年法律第 180号） 

（２）国土調査法施行令（昭和 27年政令第 59号） 

（３）地籍調査作業規程準則（昭和 32 年総理府令第 71 号）同運用基準（平成 14 年

国土国第 590号国土交通省土地・水資源局長通知） 

（４）地籍図作成要領について（令和 3 年国不籍第 489 号国土交通省不動産・建設経

済局地籍整備課長通知） 

（５）地籍簿作成要領について（令和 3 年国不籍第 581 号国土交通省不動産・建設経

済局地籍整備課長通知) 

（６）地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成 14 年国土国第 591 号国土交通省土

地・水資源局長通知） 

（７）地籍調査における一筆地調査概論 

 

（計画） 

第３条 乙は、立会前に作業実施計画書を甲と協議した後、提出しなければならない。

また、その計画を変更しようとする時も同様とする。 

 

（秘密厳守） 

第４条 乙は、業務上知り得た個人情報を外に漏らしてはならない。 

２ 乙は、業務上収集した情報を甲の許可なく複写及び加工し、庁外に持ち出してはな

らない。 

 

（証明書の発行） 

第５条 甲は業務実施にあたり、国土調査法第２４条第３項に規定する証明書を乙に発

行するものとする。 

２ 乙は業務終了後、速やかに証明書を甲に返納すること。 

 

（補償） 



第６条 業務実施にあたり、乙が第三者に与えた損害は、乙の責任において補償するも

のとする。 

（訂正） 

第７条 乙は、業務終了後に成果の誤りがあった場合は、責任をもって直ちに訂正しな

ければならない。 

 

（保安） 

第８条 乙は、本業務中交通の妨害となるような行為はもちろん公衆に迷惑をおよぼさ

ないよう次の各号により、作業しなければならない。 

（１） 交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち

合せの上施行すること。 

（２） 本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないこと。 

（３） 本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、

経過及び事故による被害の内容について速やかに甲に報告すること。 

 

第２章 業務の概要 

 

（業務箇所） 

第９条 作業区域及び業務量は次のとおりである。 

（１）作業区域：下関市豊北町大字北宇賀の一部 

（２）事業量  

   計画区面積：１．０１ｋ㎡ 

   計画区総筆数（調査前）：８６筆 

    

（業務内容） 

第１０条 一筆地調査の工程及び作業内容は下記のとおりとする。 

一筆地調査の工程 作 業 内 容 

共通事項 

 

 

 

 

現地調査 

 

 

 

 

点検整理・取りまとめ 

工程管理計画及び調査予定日程表（案） 

地籍調査票、地籍調査図（公図・調査図・調査素図）、

登記簿等の確認 

調査地区周辺の調査整理 

委任状・立会受付簿（本人確認含む）・作業日誌の記入、

問題点等の報告 

現地調査…所有者・地番・長狭物・地目・筆界の調査 

地籍調査票・調査図の記入 

不立会者の整理報告（対応案も含む） 

調査筆数等及び長狭物等作業規程準則に準じた整理 

上記事項の取りまとめ、総括点検整理、総括表の作成 

その他監督職員の指示事項 



 

 

（現地調査） 

第１１条 立会は、土地家屋調査士、土地改良換地士、土地区画整理士、地籍主任調査

員又は地籍調査管理技術者のいずれかの者が技術者として同席し、乙の主導で行うも

のとする。なお、配置する技術者は、公告日現在において、３ヶ月以上の直接的な雇用

の関係にある者とする。ただし、入札参加資格者が公益社団法人の場合、配置する技術

者は、３ヶ月以上、入札参加者の社員であることとする。また、立会時には次の確認書

類（※）で立会者の本人確認を行い記録するとともに、連絡先（電話番号）を聴取し

記録するものとする。 

※確認書類・・・官公署が発行した運転免許証等（運転免許証、個人番号カード、旅

券、住民基本台帳カード、健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証） 

 

（土地の立入） 

第１２条 本業務の実施にあたり他人の土地に立ち入る場合は、第５条第 1項で甲が発

行する証明証及び乙の身分証明証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示

しなければならない。ただし、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、

あらかじめ占有者に通知し、許可を得なければならない。 

また調査中の立木等の伐採も所有者及び隣接者の許可を得るものとする。（標識の設

置及び標識の確認のための着色等については、土地所有者等に充分配慮するものとす

る。） 

 

（作業に関する業務報告） 

第１３条 乙は作業の進捗状況を随時、甲に報告するものとする。 

また、業務中問題点等あれば、地籍調査票に「裏面注意」の標記をした上で記録し、

速やかに甲に報告するものとする。 

 

（提出書類） 

第１４条 乙は甲が示す様式により、成果品として関係書類を提出しなければならない。

なお、成果品は全て甲の所有とする。 

２ 乙は第１項に係る成果物を他に公表、貸与してはならない。ただし、甲の承諾を受

ければその限りではない。 

 

第３章  業務の実施 

 

（調査図素図等の修正） 

第１５条 調査図素図等の修正については、次の各号に示すとおり行うものとする。 

（１） 調査期間中に分合筆登記等による土地の異動があった場合は調査図素図等に

反映させること。 

 （２） 作業区域内（区域外の隣接地番）の調査図素図等の修正は、法務局備え付け

の公図（字図）を利用すること。また、分筆登記等により地積測量図が備え付



けられていれば、確認すること。 

 

（現地調査の通知） 

第１６条 現地調査の通知については、次の各号のとおり行うものとする。 

（１） 現地調査の通知は、立会日の 1ヶ月前までに土地所有者、その他利害関係人 

又はその代理人（地籍調査推進委員を含む）（以下「土地所有者等」という。） 

に対し、甲が行うものとする。 

 （２） 通知にあたり、甲は乙に対し調査日程等の現地調査に必要な事項を提示する

ものとする。 

 （３） 乙は、前記事項を確認の上、作業班体制を決定し、各作業班毎にその日時、

地番、所有者等を記入した現地調査立会調書を作成すること。 

 （４） 現地調査の実施時期については、甲の指示に従うものとする。 

 

（筆界標示杭等の設置） 

第１７条 乙は、筆界標示杭等の設置については、次のとおり行うものとする。 

（１） 筆界標示杭又は標示板の設置は、筆界確認後速やかに立会者の確認を得て行

うものとする。 

 （２） 前号により設置された筆界標示杭又は標示板のうち、周辺の土地の特定に有

効なものを選定し設置すること。 

（３） 筆界点の杭等は、乙が用意するものとし、購入に際して、事前に甲の確認を

得るものとする。 

    なお、杭等は地籍調査作業規程準則及び同運用基準に規定する標識の規格を

遵守すること。 

 

（現地調査作業） 

第１８条 乙は、現地調査作業にあたり、次のとおり行うものとする。 

 （１） 現地調査は、調査図素図等に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、

毎筆の土地について、その所有者、地番、地目、及び筆界の調査を行うこと。

なお、法務局備付の地積測量図に標記された筆界点の標識又は座標がある場合

には、地権者等に確認を取り、「地積測量図座標使用地権者了承済」○○年○

○月○○日」と記録する。 

（２） 各筆の立会については、土地所有者等の立会が確実になるよう努め、不備の 

ないようにすること。地権者等の署名、押印、委任状などに不備が無いよう十  

分確認すること。 

（３） 立会予定日の天候が荒天もしくは荒天が予想され、立会が不可能もしくは不 

可能と予想される場合、乙は甲と協議の上、土地所有者等へ延期の連絡を迅速 

に行うものとする。 

（４） 立会当日、乙は午前８時までに現地集合場所に到着し、調査図素図を用いて 

集合した土地所有者等に説明を行うこと。 

（５） 各筆の筆界確認は、地籍調査における最も重要な作業の一つであり中立の立

場、温厚で速やかなアドバイスに努めるなど、入念に対応すること。 



（６） 計算による筆界点は、現地の状況等からやむを得ない場合に限り使用するも

のとし、使用する場合には土地所有者等に次の各号を説明し、地籍調査票に計

算による筆界点を使用することになった経緯、計算方法を記入するとともに、

「計算による筆界点使用、地権者了承済 ○○年○○月○○日」と記録する。 

     ①標識設置は行わない 

    ②当該事業で復元は行わない 

（７） 現地調査の実施にあたり、乙が行うべき、筆界杭又は鋲（以下この項で「杭

等」という。）の運搬、杭等の番号記入、杭等の設置、目印テープ付けなどの

作業は、作業員を確保した上で乙が責任をもって行い、不都合がないようにす

ること。 

（８） 現地にて使用する器材（ハンマー・ドリル・油性マジック等）は乙が用意す

るものとする。 

（９） 合併・分割があったものとして調査を行う場合、また、地番の枝番に「第」

と記載されているなど地番変更が必要な場合で、宅地等については、住民票の

住所地番を用いるものとする。  

（１０） 鉄軌道用地を現地調査する場合、安全確保のため鉄軌道用地管理者が列車

見張員を配置する場合においては、必要に応じて乙が列車見張員の日当を支払

うものとする。 

（１１） 現地調査の該当場所が藪等で調査が困難な場合、伐採が容易であれば乙が

対応処理をすること。なお、伐採が困難な場合は甲及び土地所有者と協議をす

るものとする。 

（１２） 乙は、調査後の地籍調査票ならびに地籍調査図（分間図）を複写し、調査

後一週間単位で甲へ提出すること。なお、甲の指示がある時は随時提出するも

のとする。 

（１３） 再立会を実施する場合は、甲と十分打ち合わせをした上で日程等を決定し、

土地所有者等へ通知をすること。 

（１４） 本地区の最終年度に実施する成果の本閲覧（国土調査法第 17条）におい 

て、土地所有者等への立会状況等の説明が必要な場合は、甲に協力するものと 

する。 

 

 （推進委員） 

第１９条 推進委員が本業務中に事故に遭った場合、速やかに甲に報告するものとする。 

２ 推進委員へ支払う１日当たり支給額については、甲が規定する報酬額を甲が支払う

ものとする。 

 

（調査図作成） 

第２０条 乙は調査図作成にあたり、次のとおり行うものとする。 

（１） 筆界点番号標を設置したときは、その都度調査図素図（分間図）の該当する

箇所にその番号を記録し結線すること。 

（２） 設置した杭等の種別に応じ、調査図等に以下のとおり記入すること。 

     鋲、プラスチック杭、コンクリート杭、方向杭は点番号の横にそれぞれ「B」、



「P」、「C」、「H」と記入するものとする。また、計算による筆界点について

は、点番号の横に「K」と記入するものとする。 

（３） 調査図素図の表示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を

訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には、調査図素図に必要な事項

を記録して調査図を作成すること。 

   ア 分割があったものとして調査する場合 

   イ 合併（一部合併を含む）があったものとして調査する場合 

   ウ 所在を変更する場合 

   エ 新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合 

   オ 滅失（一部滅失を含む）又は不存在地があった場合 

カ 現地確認不能あった場合 

キ 登記簿所有者が調査期間内に変更している場合 

ク 筆界未定地の場合（１００＋１０１）のように記録した上、筆界未定地と書

き込む 

 

（地籍調査票整理） 

第２１条 乙は、地籍調査票の整理を行うにあたり、次のとおり行うものとする。 

（１） 現地調査の立会の経緯を記録するため地籍調査票に土地所有者等に署名押印

させるとともに、地籍調査において同意（承認)を得ることとされている次の

場合には、当該同意をした土地所有者等に署名押印させること。 

また、異動事項を説明し特に記録が必要なことがある時は、摘要欄に記載する

こと。 

ア 地番変更をする場合 

イ 分割があったものとして調査する場合 

ウ 合併（一部合併を含む）があったものとして調査する場合 

エ 滅失（一部滅失を含む）又は不存在地があった場合 

 （２） 再立会を行う場合、土地所有者等に再度、署名押印させるほか、再立会の経

緯等及び再立会の結果を記録すること。 

 （３） 地番区域毎に現地調査を終えたときは、その都度地番（枝番号を含む）の順

序に編綴すること。 

 （４） 立会中、注意事項があれば地籍調査票の裏に裏面注意として書き込むこと。 

 

（立会処理簿作成） 

第２２条 乙は、立会処理簿の作成にあたり、次のとおり行うこととする。 

（１） 現地調査の立会状況を現地調査立会調書に取りまとめるとともに、筆界の確

認が得られない土地及び土地所有者等の立会のない土地については、調査の経

緯等を記入し、不立会調書として作成すること。 

（２） 再立会の立会結果は、再立会調書に取りまとめること。 

（３） 現地調査立会調書、再立会調書及び不立会調書は、作業班毎に立会処理簿と

して製本すること。 

 



第４章  検査及び成果品 

 

（検査） 

第２３条 全作業完了後、乙は十分な自社検査を行い、甲の検査を受けるものとする。

なお、甲の指示があるときは工程毎の検査を受けるものとする。 

２ 前項に基づく検査を行った際に修正箇所がある場合は、乙は速やかに修正を行わな

ければならない。 

３ 乙は納品時、検査成績表に記載する「成果件数」を甲に報告するものとする。 

 

（本業務の納入成果品） 

第２４条 乙が甲に収める成果品は次の各号のとおりとする。 

（１） 一筆地調査図（耕地、山林当込み図） 

（２） 一筆地調査区域一覧図 

（３） 地籍調査票綴 

（４） 地籍調査立会日報（署名・捺印済） 

（５） 委任状 

（６） 作業日誌 

（７） 立会処理簿（現地調査立会調書、再立会調書及び不立会調書） 

（８） その他、監督職員の指示するもの 

 

第５章  その他 

 

（資料の返却） 

第２５条 乙は、甲から借り受けた資料は、業務完了時にすべて返却すること。 

 

 （再委託の禁止） 

第２６条 乙は、Ｅ工程に係る業務については、第三者に委任し、又は請け負わせては

ならない。 

 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策） 

第２７条 乙は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策にあたり、次のとおり

行うこととする。 

（１） 乙は、現場状況を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる

箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底すること。 

（２） 乙は、個別の現場ごとに感染拡大防止に必要と認められる対策について業務計

画書へ記載すること。 

（３） 乙は、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業等においては、三つ

の密の回避や影響を緩和するための対策を講じること。 



（４） 乙は、業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、直ち

に申し出ること。この場合の一時中止期間は、他の従事者への感染の状況等を踏ま

えた上で決定するものとする。 

（５） 乙は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、業務の一時中止   

や工期の延長の意向がある場合は申し出ること。 

 

（令和２年度地籍調査関連法令等の改正について） 

第２８条 令和２年度に国土調査法等法令や地籍調査作業規程準則運用基準等が大幅

に改正されたため、十分に留意すること。また、下記について、特に留意すること。 

・細部放射点が「10％以上の点検」から「全数の点検測量」に変更 

（地籍調査作業規程運用基準第３５条） 

 

（その他） 

第２９条 当特記仕様書に定めがないものについては、甲乙で個別に協議をし、解決す

るものとする。 

２ 乙は特記仕様書（個人情報保護編）、特記仕様書（環境編簡易）、下関市暴力団排除

条例による措置に係る特記事項を遵守すること。 

 



令和３年度 下関市地籍調査事業 豊北町調査区域 

ＦⅠ（Ｄ省略）・ＦⅡ-１工程業務委託 特記仕様書 
 

 

（測量杭） 

第１条 本業務委託における地籍細部図根点の杭等は乙が用意するものとし、購入に際して、事前

に甲の確認を得るものとする。杭等は地籍調査作業規程準則及び同運用基準に規定する標識の

規格を遵守すること。 

 

 （成果検定） 

第２条 乙は、本業務のうち細部図根測量及び一筆地測量に係る測量成果品について、検定に

関する技術を有するものとして国土地理院に登録された第三者機関による検定を受けるも

のとする。なお、乙は業務工程計画表を甲に提出後、速やかに第三者機関と検定に係る契約

を締結し、契約締結後、速やかに契約書（写し）を甲に提出するものとする。 

 

 （記録及び成果の提出） 

第３条 測量に係る大分類の各工程が終了した場合（成果検定対象業務は検定合格後）、速や

かに地籍調査作業規程準則第１９条に係る別表第５に規定するもののうち、本業務委託に基

づき作成される「記録及び成果」を甲に提出するものとする。 

 

 （成果件数の報告） 

第４条 納品時、各工程大分類の検査成績表に記載する「成果件数」を発注者に報告するもの

とする。 

 

 （県検査） 

第５条 甲と県の担当職員が検査を行う際、乙は検査に立会するものとする。 

 

 （資料の返却） 

第６条 乙は、甲から借り受けた資料は、業務完了時にすべて返却すること。 

 

 （令和２年度地籍調査関連法令等の改正について） 

第７条 令和２年度に国土調査法等法令や地籍調査作業規程準則運用基準等が大幅に改正さ

れたため、十分に留意すること。また、下記について、特に留意すること。 

・細部放射点が「10％以上の点検」から「全数の点検測量」に変更 

（地籍調査作業規程運用基準第３５条） 

 

 （その他） 

第８条 Ｃ工程については、令和２年度に既に実施済である。 



 

第９条 本業務では地籍図根多角測量（Ｄ工程）省略とする。 

 

第１０条 その他、当特記仕様書以外で問題等が生じた場合は、甲・乙で個別に協議をし、解

決するものとする。 



電子納品対象委託業務特別仕様書 

 

（電子納品） 

第１条 本業務は電子納品対象業務とする。 

２ 電子納品とは、調査、測量などの各業務段階の最終成果を電子データで納

品することをいう。 

３ 電子データとは、「地籍調査成果電子納品要領：国土交通省版」（以下「要

領」という。）に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを

指す。なお、点検終了後の成果品（検符・押印済み）を電子化し、格納する

ものとする。また、成果検定を受けた場合は、成果検定終了後の成果品（検

定機関検符・押印済み）を電子化し、格納するものとする。 

 

（成果品の提出） 

第２条 成果品は、要領に基づいて作成した電子データを電子媒体で提出する。 

２ 要領で特に記載の無い項目については、原則として、成果を電子化して提

出する業務はないが、要領の解釈に疑義がある場合は、監督員と協議の上、

電子化の是非を決定する。また、要領に定めない事項については、「土木設計

業務等の電子納品要領（案）」及び、「測量成果電子納品要領（案）」に従うこ

と。 

 

（データのチェック） 

第３条 電子納品にあたっては、電子納品データのフォルダー構成、管理項目、

ファイル名などの電子納品要領への整合性をチェックプログラムにより確認

を行なうこと。 

 

（コンピュータウィルス対策） 

第４条 成果品のコンピュウータウィルス汚染対策として、使用するコンピュ

ータにウィルス対策ソフトを常駐させ、定期的に最新のウィルスパターンに

更新させるなどの対策を実施すること。なお、感染が判明したときは、速や

かに関係各機関に連絡し、対策を講じること。 

 

（その他留意事項） 

第５条 測地系は、原則として世界測地系とする。 



 

特記仕様書（個人情報保護編） 

 

 下関市個人情報保護条例第１０条の規定に基づき、乙は以下のとおり個人情

報取扱特記事項を遵守しなければならない。 

 

（基本的事項） 

（１） 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施

に当たっては個人の権利利益を害することのないよう、個人情報の取扱い

を適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

（２） 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に

漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除

された後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

（３） 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、

業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わな

ければならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

（４） 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関

して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し、又は第三者に提

供してはならない。 

（適正管理） 

（５） 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、

き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（複写又は複製の禁止） 

（６） 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するた

めに甲から引き渡された個人情報が記録された資料等の複写、複製、又は

これらに類する行為をしてはならない。 

（再委託の禁止） 

（７） 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行う

ものとし、甲の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託又はこ

れに類する行為をしてはならない。 

（資料等の返還等） 

（８） 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は

乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録されている資料等は、

業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別

に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（事故発生時における報告） 

（９） 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのある

ことを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 



 

特記仕様書（環境編簡易） 

 

 甲は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシ

ステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、甲の組織が行う事業活動におけ

る環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この

取り組みには乙の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施

などに当たり、乙は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、

次の項目について実施すること。 

 

１ 環境関連法令について 

乙は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を

行うこと。 

 

２ 事故発生時の対応 

乙は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるととも

に甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行う

こと。 

 

３ 苦情発生時の対応 

乙は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合

は応急処置を講ずるとともに甲へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細

な報告は、文書で後日行うこと。 

 

４ 配慮事項 

乙は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。 

（１）使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限

りエコドライブを励行すること。 

（２）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用するこ

と。 

（３）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること｡ 



 

（４）環境ラベリング制度（エコマーク・グリーンマーク）の対象となって

いる製品を可能な限り積極的に使用すること。  

（５）使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること｡ 

（６）リサイクル（分別）可能な製品を積極的に使用すること｡ 

（７）公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること｡ 

（８）業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美

化に努めること｡ 

 



下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項 

（総則） 

第１条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例（平成２３年条例第４２号）第３条に規定

する基本理念に基づき、同条例第６条の規定による措置として、この特記事項を設

ける。 

（暴力団排除に係る契約の解除） 

第２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの催告を

要せず、この契約を解除することができる。 

（１）役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる

とき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与して

いると認められるとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると

認められるとき。 

（６）下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる

とき。 

（７）乙が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原

材料等の購入契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）に、

甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償について



は、この特記事項が付加される契約（以下「本契約」という。）の規定による。 

（関係機関への照会等） 

第３条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対して、役

員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に

提供して、乙が前条第１項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承諾する

ものとする。 

（本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置）  

第４条 乙は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者（この条において「下

請事業者等」という。）が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又

は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲

に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本

契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。 

 

 


